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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、市民の死刑に対する態度（賛成、反対）を形成する心的メカニズムを明ら
かにすることである。本研究の主要な成果は下記のとおりである。
　質問紙およびディスカッションによるデータ収集を行い、死刑賛否の理由17項目を抽出した（研究１）。また、質問
紙調査を行い、個人の特性に由来する内的要因（たとえば、権威主義傾向）と社会的要因（たとえば体感治安）を考慮
した死刑賛否に至るモデルを構築した（研究2）。さらに、死刑制度に関する正しい知識を与えた前後で、死刑賛否に
関するモデルが異なること（研究３）、死刑賛否に影響する要因と裁判員裁判の死刑判決に影響する要因が必ずしも一
致しないこと（研究４）を示した。

研究成果の概要（英文）：The factors that determine Japanese people's perceptions regarding the death penal
ty were investigated. With regard to the findings, the major reasons why people support or do not support 
the death penalty out of a total of 17 possibilities were extracted (Study 1). A model gauging attitudes t
oward the death penalty was built, paying attention to the relationships between the inner factors (for ex
ample, aggressiveness) and social factors (for example, sensible security) (Study 2). Furthermore, it was 
shown that the models regarding the attitudes toward the death penalty differ before and after providing t
he subject with appropriate information regarding the death penalty (Study 3). Finally, it was shown that 
the factors that influence a subject's opinions on the death penalty in contrast to the factors that influ
ence his or her opinions on the death penalty in trial are not necessarily in agreement (Study 4).

研究分野：

科研費の分科・細目：

心理学

キーワード： 死刑制度　市民　体感治安　権威主義傾向　モデル　因子分析

心理学・社会心理学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、死刑制度の存否をめぐる議論が活発

に行われている。裁判員裁判が施行され、市
民が被告人に死刑判決をくだす可能性がで
てきたことや、死刑廃止を向いた国際世論の
高まりがあるためである。こうした世情を受
け、2009 年には内閣府が、死刑の賛否に関
する面接調査を行っている。内閣府の調査結
果によれば、日本人の多く（85.6％）は死刑
存置を支持している。日本において死刑存置
が強く支持されている理由は何であろうか。
この問題を明らかにすることは、死刑の賛否
に至る心的プロセスの解明という学術的な
意義にとどまらず、死刑制度の存否をめぐる
議論において基盤的な知見を提供すること
にも寄与することができると考える。 
多くの市民が死刑存置を支持する要因と

して、体感治安の悪化、死刑に関する知識の
不足、個人の特性（たとえば、権威主義傾向、
他者に対する攻撃性）など、複数の要因が取
り上げられてきた。本研究では、個別の要因
間の関係性について着目し、死刑賛否に至る
心的な過程について検討した。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、市民が死刑に対する態度
（賛成、反対）を形成する際の心的なメカニ
ズムの一端を明らかにすることである。本研
究では、死刑の賛否に影響する要因を主に個
人の特性に由来する内的要因と主に外的な
の特性に由来する社会的要因に分類し、両者
の関係性に着目したうえで、モデルの構築を
行う（たとえば、権威主義傾向は内的要因で
あり、体感治安は社会的要因として分類され
る）。 
 本研究は、主として４つの研究を実施した。
各研究の目的は次のとおりである。 
 
（1）質問紙法およびディスカッションによ
るデータ収集 市民がどのような観点から
死刑の賛否を判断するのかについての情報
を収集し、精査する。 
（2）モデルの構築 死刑の賛否にいたる心
的な過程のモデル化を試みることを目的と
した。モデル化にあたっては、死刑賛否の理
由に潜在的に影響している要因を抽出し、そ
れらと死刑賛否の判断との関係性を明らか
にする。その際、先行研究で死刑に対する態
度に影響する可能性が指摘されている諸要
因を、市民の個人特性に属す要因（内的要因）
と、外的な特性に属す要因（社会的要因）と
にカテゴリ分類して捉え直す。 
（3）死刑に関連する正確な知識の教示の効
果 刑罰が実際にどう適用されているかな
ど、死刑に関連する正しい知識を教示するこ
とによって、死刑賛否にいたる心的な過程の
モデルがどの程度異なるかを確かめること
を目的にした。 
（4）死刑賛否に影響する要因と裁判員裁判
での死刑判決に影響する要因 市民の死刑

制度の賛否に影響する要因、死刑が求刑され
た裁判員裁判での死刑か否かの判断に影響
する要因、これら要因間の関係について明ら
かにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 各研究の方法を下記に示した。 
 
（1）質問紙法およびディスカッションによ
るデータ収集 大学生 153 人を対象に、質問
紙法による調査と死刑賛否に関するディス
カッションを行い、得られた死刑賛否の理由
を KJ 法（川喜田, 1967）に準じた手続きに
よりカテゴライズした。 
（2）モデルの構築 大学生 203 人を対象に
質問紙による調査を行った。質問紙では、参
加者の個人特性（死観、権威主義傾向、他者
に対する攻撃性、正当世界信念の強さ、情動
的共感性）を測るととともに、体感治安（こ
こ数年の犯罪の陰湿さ、増減）、犯罪報道の
参照（参照元、報道の信頼性）、死刑制度の
必要性、死刑賛否の理由（研究(１)で抽出し
た 17 項目）に対する納得の程度に対して回
答を求めた(いずれも 9件法)。 
（3）死刑に関連する正確な知識の教示の効
果 大学生 172 人を対象に、質問紙による調
査と死刑に関する知識の重要性についての
ディスカッションを行った。最初に、研究（2）
の質問紙と同様の内容に加え、死刑制度に関
連する知識（死刑の執行方法、死刑誤判事件
（死刑判決が下された後に誤判とされた事
件）、無期懲役囚が出所するまでの平均年数、
法律上または事実上の死刑廃止国の割合、刑
法犯の再犯率、死刑囚の収監にかかるコスト、
死刑の判決基準は明確か、死刑の犯罪抑止力、
死刑確定者数の推移）を問う質問紙調査を実
施した。次に、質問紙で問うた死刑制度に関
連する知識それぞれについての調査データ
等を示した。さらに参加者は、４人から６人
のグループ単位で、それらの知識の重要性に
ついて議論を行なった（およそ 25 分）。最後
に、死刑制度の必要性（9 件法）と死刑賛否
の理由（研究１で抽出した 17 項目)に対する
納得の程度を再度、質問紙で求めた。  
（4）死刑賛否に影響する要因と裁判員裁判
での死刑判決に影響する要因 大学の学部
授業「法学教科」受講者 369 人のうち、調査
協力に同意した者を対象に、質問紙調査を実
施した。調査協力者には、裁判資料（裁判員
裁判で死刑判決が下された石巻3人殺傷事件
の公判の概要。死刑が求刑されたという情報
も含む）と質問紙を配布し、裁判資料に目を
通した後で質問項目に回答するよう求めた。
質問項目には、上記裁判に対する量刑判断に
加え、刑事裁判での量刑判断に影響するとさ
れる 11 項目（犯行の計画性、被害の大きさ、
犯行の社会的影響、被害者遺族の処罰感情、
被告人の悪意、被告人の属性（性別、成人・
少年の別、社会的地位など）、被告人の前科・
前歴、被告人の反省、被告人が再犯する可能



性、被告人自身の被害（社会的制裁、違法捜
査を受けたなど）、被害者の落ち度）がそれ
ぞれどの程度量刑判断に影響したか（5件法）
の判断を求めた。また、死刑制度の賛否（5
件法）、2009 年の内閣府調査で得られた死刑
賛否の理由 13 項目に対する納得の程度（5件
法）を求めた。 
 
４．研究成果 
 各研究成果について、下記に示した。 
 
（1）質問紙法およびディスカッションによ
るデータ収集 死刑賛成は 60%であった。死
刑賛否の理由（自由記述、発話データ）を KJ
法に準じた手続きによってカテゴライズし
た結果、下記の理由が抽出された。①～⑬は
2009 年の内閣府調査でも得られていた死刑
賛否の理由である。⑭～⑰は本調査で得られ
たそれ以外の死刑賛否の理由（5%以上の参加
者に記述がみられた理由）である。 
①人を殺すことは刑罰であっても人道に反
し、野蛮である（5%）。②国家であっても人
を殺すことは許されない（14%）。③裁判に誤
りがあったとき、死刑にしてしまうと取り返
しがつかない（25％）。④凶悪な犯罪を犯し
た者に対しては、生かして罪の償いをさせた
方がよい（16％）。⑤漠然と、死刑に嫌悪感
を感じる（1%）⑥加害者にも家族がいる（1％）。
⑦世界の多くの国は死刑を廃止している
（5％）。⑧終身刑で充分である（1%）。⑨凶
悪な犯罪は命をもって償うべき（29%）。⑩死
刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族
の気持ちがおさまらない（38%）。⑪死刑を廃
止すれば、凶悪な犯罪が増える（35%）。⑫凶
悪な犯罪を犯す人は、生かしておくと、また
同じような犯罪を犯す危険がある（10%）。⑬
終身刑では施設が足りなくなる。コストもか
かる（12%）。⑭死刑を希望して犯罪を犯す人
もいる（12%）。⑮死刑制度は犯罪抑止力をも
たない（8%）。⑯死刑を執行する側や判断す
る側の負担（ex. 精神的、時間的、金銭的）
（12%）。⑰生きて刑罰を受けることの方が死
刑よりも苦痛（12%）。 
以上、内閣府調査で抽出された理由（13項

目）が必ずしも主要なものではないことが示
された。また、それら以外に 4つの理由を抽
出することができた。 
（2）モデルの構築 回答に抜けのあった 14
データを除いて分析を行った。死刑制度が必
要と回答したのは 73%であった。また、死刑
賛否の理由 17 項目に対する納得の程度（9件
法）について因子分析を行った（主因子法、
プロマックス回転）結果、最終的に３つの因
子が抽出された。表１に、第 1～第 3 の因子
を構成する項目を示した（回転前の累積寄与
率は 58.7%。第 1 因子と第 2 因子の相関は
-.651、第 1 因子と第 3 因子の相関は.545、
第 2 因子と第 3 因子の相関は.715 であった。
また、第 1因子～第 3因子のα係数はそれぞ
れ、.880、.883、.715 であった。また、第 1

因子の項目⑰の因子負荷量のみ負であった）。 
各因子を構成する項目内容から、第1因子、

第 2因子、第 3因子をそれぞれ、「博愛主義」
因子、「厳罰主義」因子、「死刑制度の機能不
全」因子と命名した。そして、各下位尺度得
点（それぞれ、博愛主義得点、厳罰主義得点、
死刑制度の機能不全得点）と死刑制度の必要
性の判断、内的要因、社会的要因との関係を
明らかにするために、共分散構造分析を行っ
た。最終的に得られたモデルを図 1に示した
（χ2=91.652, 自由度=65，有意確率=.016，
GFI=.933, AGFI=.907，RMR=.952, RMSEA=.047, 
AIC=143.652）。 
 
表 1. 死刑賛否理由についての因子分析結果 
（賛）は死刑賛否の、（否）は死刑反対の理由である。 
因
子 

死刑賛否の理由 

第
１ 
因
子 

⑦多くの国が死刑を廃止している（否） 
⑥加害者にも家族がいる（否） 
①人を殺すことは人道に反し野蛮（否） 
⑤漠然と死刑に嫌悪感を感じる（否） 
②国が人を殺すことは許されない（否） 
⑧終身刑で十分（否） 
④生かして罪の償いをさせるべき（否） 
⑰終身刑では施設が不足しコストもかかる
（賛） 

第
２ 
因
子 

⑮死刑を廃止すれば凶悪な犯罪が増える（賛） 
⑯凶悪犯が再犯する可能性がある（賛） 
⑭死刑を廃止すれば被害者やその家族の気持
ちがおさまらない（賛） 
⑬凶悪な犯罪は命を以て償うべき（賛） 

第
３ 
因
子 

⑨死刑を望んで犯罪する者がいる（否） 
⑫生きて刑罰を受ける方が苦痛（否） 
⑪死刑を執行する側や判断する側の負担（否） 
⑩死刑制度に犯罪抑止力がない（否） 
③冤罪があれば取返しがつかない（否） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 共分散構造分析の結果 
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 図１のモデルによれば、死刑制度の必要性
の判断が、厳罰主義得点の上昇によって高ま
り、博愛主義得点の上昇によって低下するこ
とを示している。しかし、死刑制度の機能不
全得点からの影響はみられない。また、厳罰
主義得点には、ネガティブな死観、攻撃性、
権威主義傾向、博愛主義得点には、正当世界
信念の強さといった内的要因が影響してい
る。さらに、犯罪情報を TV(ワイドショー)
やネットで見る機会が多い人ほど、成人によ
る犯罪が陰湿化していると考える傾向が強
く、こうした傾向が死刑制度の機能不全得点
を高めていることを示している。 
（3）死刑に関連する正確な知識の教示の効
果 分析にあたっては、回答に抜けのあった
10 データを除外した。 
  死刑制度が必要と回答したのは、死刑制度
の関する正確な知識を教示する前と後でそ
れぞれ 59%（96 人）、57%（95 人）であった（「必
要でない」は 23%（38 人）と 25%（41 人）、「ど
ちらともいえない」は 17%（28 人）と 18%（18
人））。知識の教示前後で、死刑制度の必要性
の判断にほとんどちがいはみられなかった
が、前後で変化がなかった者は 39％（63 人）
にすぎず、61%（99 人）の参加者に変化がみ
られた（教示をしたことで「必要」の方向に
シフトする傾向を示した参加者は25%（41人）、
「必要でない」の方向にシフトする傾向を示
した参加者は 36％（58 人））。この結果は、
裁判に関する知識の教示に加え、議論によっ
て他者の意見の影響を受けたことに因ると
考えられる。 
 次に、死刑賛否の理由 17 項目に対して納
得できる程度（9件法）を独立変数、死刑制
度の必要性（9件法）を従属変数とするステ
ップワイズ法による重回帰分析を行った。 
表 2-1 は、死刑に関連する正確な知識を教

示する前、表 2-2 は、教示後の結果である。
○で囲まれた数値は、表 3の死刑賛否の理由
の項目番号に対応している。 
表 2-1 と表 2-2 によれば、死刑制度に関す

る正確な知識を教示する前後で、死刑制度が
どの程度必要かの判断に影響する項目にち
がいがみられる。⑤（漠然と死刑に嫌悪感を
感じる）と⑮（死刑を廃止すれば凶悪な犯罪
が増える）は知識の教示前にのみ、⑩（死刑
制度は犯罪の抑止力をもたない）と⑧（終身
刑で充分）は知識の教示後にのみ、死刑制度
の必要性の判断に影響を及ぼしている。こう
した傾向の変化は、とりわけ死刑の犯罪抑止
力を否定する知見を示したことの影響であ
ったと推察される。 
さらに、死刑制度に関する知識を教示する

前後の 2回、死刑賛否の理由 17 項目に対し
てどの程度納得できるか回答を求め（9件法）、
得られたデータに対してそれぞれ因子分析
を行った（主因子法、プロマックス回転）。
その結果、知識の教示前には３つの因子、知
識の教示後には４つの因子が抽出された。表
３に、知識の教示後の４因子を示した（回転

前の累積寄与率は 61.3%。因子間の相関は、
第 1因子と第 2因子が.542、第 1因子と第 3
因子が-.531、第 1因子と第 4因子が.453、
第 2因子と第 3因子が-.304、第 2因子と第 4
因子が.460、第 3因子と第 4因子が-.391 で
あった。また、第 1因子～第 4因子のα係数
はそれぞれ .822、.720、.759、.814 であっ
た）。 
 

表 2-1. 重回帰分析の結果（知識の教示前） 
 編回帰

係数 

標準編回

帰係数 

有意

確率 

95%信頼区間 

下限 上限 

定数 3.83  0.00 2.57 5.09 
⑤ -0.19 -0.20 0.00 -0.31 -0.06 
⑬ 0.24 0.25 0.00 0.12 0.36 
⑯ 0.22 0.20 0.00 0.08 0.35 
⑮ 0.19 0.19 0.01 0.06 0.32 
⑦ -0.16 -0.14 0.03 -0.30 -0.02 
② -0.14 -0.14 0.03 -0.26 -0.01 

R2=0.58，ANOVA p<0.001 
 
表 2-2. 重回帰分析の結果（知識の教示後） 
 編回帰

係数 

標準編回

帰係数 

有意

確率 

95%信頼区間 

下限 上限 

定数 5.41  0.00 4.37 6.46 

⑯ 0.33 0.34 0.00 0.23 0.43 

⑩ -0.21 -0.25 0.00 -0.31 -0.12 

⑬ 0.18 0.21 0.00 0.10 0.27 

⑦ -0.14 -0.14 0.01 -0.25 -0.03 

⑧ -0.12 -0.15 0.01 -0.22 -0.02 

② -0.11 -0.12 0.04 -0.21 -0.00 

R2=0.68，ANOVA p<0.001 
 

表 3. 因子分析の結果（知識の教示後） 
（ ）内は死刑賛否のどちらの理由かを示している 

因
子 

死刑賛否の理由 

第
１
因
子 

②国が人を殺すことは許されない（否） 
①人を殺すことは人道に反し野蛮（否） 
⑤漠然と死刑に嫌悪感を感じる（否） 
⑦多くの国が死刑を廃止している（否） 
⑥加害者にも家族がいる（否） 
⑪死刑を執行する側や判断する側の負担（否） 

第
２
因
子 

③冤罪があれば取返しがつかない（否） 
⑩死刑制度に犯罪抑止力がない（否） 
⑨死刑を望んで犯罪する者がいる（否） 

第
３
因
子 

⑭死刑を廃止すれば被害者やその家族の気持
ちがおさまらない（賛） 
⑬凶悪な犯罪は命を以て償うべき（賛） 
⑮死刑を廃止すれば凶悪な犯罪が増える（賛） 
⑯凶悪犯が再犯する可能性がある（賛） 
⑰終身刑では施設が不足しコストもかかる
（賛） 

第
４
因
子 

⑫生きて刑罰を受ける方が苦痛（否） 
④生かして罪の償いをさせるべき（否） 
⑧終身刑で十分（否） 

 



各因子を構成する項目内容から第 1 因子、
第 2因子、第 3因子、第 4因子をそれぞれ、
「博愛主義」因子、「現実的理由による死刑
回避」因子、「厳罰主義」因子、「生涯にわた
る贖罪要求」因子と命名した。 
そして、下位尺度得点（博愛主義得点、現

実的理由による死刑回避得点、厳罰主義得点、
生涯にわたる贖罪要求得点）と死刑制度の必
要性の判断、内的要因、社会的要因の関係を
明らかにするために、共分散構造分析を行っ
た。最終的に得られたモデルを図 2に示した
（χ2=67.108, 自由度 41，有意確率=.006，
GFI=.933, AGFI=.883，RMR=.904,  
RMSEA=.063, AIC=117.108）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.共分散構造分析の結果（知識の教示後） 

 
図 2によれば、図１のモデルと同様に、正

当世界信念の強さが博愛主義得点に影響し、
権威主義傾向が厳罰主義得点に影響してい
る。しかし、その一方で、死観や攻撃性の影
響はみられない。また、図１のモデルと同様
に、犯罪報道の参照による影響がみられるも
のの、その内容は異なる。図１のモデルでは、
「成人による凶悪犯罪の陰湿化」が死刑制度
の機能不全得点に影響するのに対して、図 2
のモデルでは、「凶悪犯罪が増加している」
という体感治安の悪化が、厳罰主義得点に影
響している。死刑に関する知識の教示によっ
て、より多面的な観点から死刑制度の必要性
をとらえることが促進されるが、犯罪報道の
参照が死刑制度の必要性の判断に及ぼす影
響は堅固であることが示された。 

（4）死刑賛否に影響する要因と死刑判決に
影響する要因  
 回答に抜けがあったデータ等を除き、最終
的に 266 人を分析対象とした。 
 石巻 3人殺傷事件に対する量刑判断は、死
刑 71%（189 人）、死刑以外(懲役刑、無期懲
役刑)29%（77 人）であった。また、死刑制度
については、賛成 67%（179 人）、反対 13%（35
人）であった。 
 刑事裁判で量刑判断に影響するとされる
11 項目のうち、「死刑以外」の判断を下した
参加者に比べ「死刑」と判断した参加者の評
定値（どの程度量刑判断に影響したか；5件
法）が大きかった 5項目（再犯の可能性、犯
行の計画性、被告人の悪意、被告人の前科・
前歴、被害者遺族の処罰感情）の平均値を、
死刑影響得点とした。同様に、「死刑以外」
の判断を下した参加者の場合に評定値が大
きかった 3項目（被告人自身の被害、被告人
の属性、被告人の反省）の平均値を、反死刑
影響得点とした。 
また、2009 年の内閣府調査で得られた死刑

賛否の理由 13 項目に対する納得の程度（5件
法）に対して、因子分析を行った。その結果、
最終的に 2因子が抽出された。第 1因子を「厳
罰主義」因子、第 2因子を「死刑嫌悪因子」
と命名し、各因子を構成する項目の平均値を
それぞれ厳罰主義得点、死刑嫌悪得点とした。 
そして、これら 4つの得点と石巻 3人殺傷

事件に対する量刑判断（1死刑以外、2死刑）
との関係を調べるために、パス解析を行った。
図 3にその結果を示した（χ2=11.89，自由度
=8，有意確率=.156，GFI=.986，AGFI=.962，
RMR=.016，AIC=37.885）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3. パス解析の結果 

 
図 3によれば、「死刑嫌悪得点」は、「死刑

賛否」に対してのみ影響力を有している。「量
刑判断」への影響力は示唆されない。つまり、
量刑判断に影響する要因と死刑賛否に影響
する要因は必ずしも同様ではない可能性が
示唆される。 
今後の研究では、死刑制度に対する一般的

な認識に加え、死刑が求刑された事案に対す
る認識についても明らかにいていく必要が
あると思われる。 
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